
平成１８年度第１回愛知県学校法人等助成審議会 会議資料の概要 

○諮問事項 

  

  １ 平成１８年度愛知県私立学校経常費補助金の配分方法について 

 

（１） 概要 

 ァ 補助金の交付先、補助対象及び補助率について 

 

項  目 内    容 

１ 補助金の交付先 
 県内に私立の高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、幼稚園、専修学

校、各種学校を設置するもの 

２ 補助対象 

 

補助区分 補助対象 学校種別等 

経常的経費 

高等学校、中等教育学校、中学校、小学

校、幼稚園及び学校法人立専修学校（高

等課程） 
経常費補助

経常的経費 

（人件費を除く） 

学校法人立専修学校（専門課程・一般課

程） 

及び学校法人立各種学校 
 

３ 補助率  定  額 
 

  

 ィ 配分基準及び算定方式について 

  
(ｱ) 「父母負担の軽減」、「教育条件の維持向上」及び「私学経営の安定化」を図るため、生徒数を基

礎に算定し、配分する。 

  

(ｲ) 愛知方式を基にしている高校（全日制課程・定時制課程、以下「全・定」という。）に対する経常費

補助金の一般分については、生徒数、学級数及び学校数を基礎とする通常分と特定の分野、課

程等に係る教育の振興、特色ある教育の推進に特に配分する特別調整分と特色教育推進分に

分けて配分する。 

  

(ｳ)  愛知方式を基にしている学校法人立幼稚園、学校法人立専修学校高等課程に対する経常費補

助金の一般分については、園児数及び生徒数を基礎とする通常分と特定の分野、課程等に係る

教育の振興、特色ある教育の推進に特に配分する特別調整分に分けて配分する。 

 (ｴ) 

この配分に当たって、従来から補助金の効率的な配分を通じて各学校等が自主的に教育条件の

維持向上を図り、併せて経営の健全性を高めるよう誘導するため、教育条件整備状況や父母負

担状況等に応じて傾斜配分をする。 



  

※ 愛知方式による経常費2分の1補助 

 私立学校経営に係る全消費支出(22費目) 及び資本支出における設備関係支出（5費目）の

うち、15費目を補助対象経費とし、その2分の1を補助する方式 

 ＜15費目の考え方＞ 

  ① 現金支出を伴うもの 

  ② 他の補助金と重複していないもの 

  ③ 直接、教育の用に供する経費で補助対象経費としてなじむもの     
 

 ｳ 主な改正事項 

  (ｱ) 交付先に中等教育学校を追加することとした。 

  
(ｲ) 高校の経常費一般補助金の算定方式に、１学級当たり単価及び１学校当たり単価による算定を

追加することとした。 

 (ｳ) 外国人学校の算定方式に、特別分として特色ある教育活動の実施等の項目による算定を追加す

ることとした。 

   

   
２ 平成１８年度愛知県私立学校経常費補助金の交付について 

 

 ｱ  愛知県私立学校経常費補助金交付要綱第３条の規定に基づき、学校法人愛西学園        

に対する平成１８年度愛知県私立学校経常費補助金の一部を交付しない。 
 

 ｲ 一部不交付とする理由  

 法人の管理運営が著しく不適正  

 ｳ 不交付とする額  

 

設置者名 学校名 

平成18年度経常費 

補助金算定見込額 

        （千円） 

不交付とする額 

学校法人愛西学園 弥富高等学校 ２４７，４３１ 
算定見込額の 

３％相当額 
 

 

  

 


